
保
険
年
金

税　
　

金

福　
　

祉

今年度の発送時期
Ｒ３年５月下旬
Ｒ３年７月下旬
Ｒ３年９月下旬
Ｒ３年１１月下旬
Ｒ４年１月中旬
Ｒ４年２月下旬

診療月
Ｒ３年１・２月
Ｒ３年３・４月
Ｒ３年５・６月
Ｒ３年７・８月
Ｒ３年９・１０月
Ｒ３年１１・１２月

医療費のお知らせ発送時期

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
を
対
象
に
、
次
の
健
康

診
査
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
来
年
３
月
３１
日
ま

で
の
年
度
中
１
回
。

■
無
料
健
康
診
査

受
診
券
な
ど
は
４
月
下
旬

（
年
度
途
中
に
被
保
険
者
と
な

っ
た
方
に
は
そ
の
翌
月
）に
送

付
し
て
い
ま
す
。

■
無
料
歯
科
健
康
診
査

４
月
下
旬（
年
度
途
中
に
被

保
険
者
と
な
っ
た
方
に
は
そ
の

翌
月
）に「
歯
科
医
院
リ
ス
ト
」

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
受
診
券

は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
訪
問
に
よ
る
歯
科
健
診

医
療
機
関
で
の
歯
科
健
康
診

査
が
難
し
い
方
へ
は
、
訪
問
に

よ
る
歯
科
健
診
を
無
料
で
実
施

し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
医
療
年
金
課（
�

２２８
・
７
３
７
５

�
２２２
・
１
４

５
２
）へ
。

■
人
間
ド
ッ
ク

２
万
６
０
０
０
円
を
限
度
に

助
成
し
ま
す
。
費
用
を
一
旦
全

額
支
払
っ
た
後
、
区
役
所
保
険

年
金
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
に
は
、
被
保
険
者

証
、
人
間
ド
ッ
ク
と
記
載
の
あ

る
領
収
書
、
検
査
結
果
通
知
書

一
式
、
口
座
情
報
が
分
か
る
も

の
が
必
要
で
す
。

�
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
資
格
管
理
課（
�
０６
・

４
７
９
０
・
２
０
２
８

�
０６

・
４
７
９
０
・
２
０
３
０
）か

区
役
所
保
険
年
金
課（
�
�
区

１
ペ
ー
ジ
）

国
民
健
康
保
険
脱
退
後
も

加
入
期
間
の
保
険
料
の
納
付
を

国
民
健
康
保
険
料
は
加
入
期

間
に
応
じ
て
支
払
い
が
必
要
で

す
。脱

退
後
で
あ
っ
て
も
納
額
通

知
書
が
届
い
た
場
合
は
、
内
容

を
確
認
の
う
え
お
支
払
い
く
だ

さ
い
。

�
区
役
所
保
険
年
金
課（
�
�

区
１
ペ
ー
ジ
）

一
部
負
担
金
減
免
制
度

こ
ん
な
と
き
は
相
談
を

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

が
、
次
の
理
由
に
よ
り
医
療
機

関
な
ど
の
窓
口
で
一
部
負
担
金

の
支
払
い
が
困
難
に
な
っ
た
と

き
に
、
免
除
や
徴
収
猶
予
を
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�
震
災
や
風
水
害
、
火
災
な
ど

に
よ
り
世
帯
主（
※
）が
死
亡
し

た
、
障
害
者
と
な
っ
た
、
ま
た

は
居
住
す
る
住
宅
に
著
し
い
損

害
を
受
け
た
と
き

�
事
業
・
業
務
の
休
廃
止
や
失

業
、
干
ば
つ
・
冷
害
・
凍
霜
害

な
ど
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、

不
漁
、
世
帯
主（
※
）の
死
亡
・

入
院
・
傷
病
に
よ
り
、
世
帯
収

入
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き

（
収
入
や
預
貯
金
の
確
認
が
必

要
）

※
主
た
る
生
計
維
持
者
で
あ
る

被
保
険
者
を
含
む

�
区
役
所
保
険
年
金
課（
�
�

区
１
ペ
ー
ジ
）

医
療
費
の
お
知
ら
せ
を

年
６
回
送
り
ま
す

健
康
管
理
や
医
療
機
関
な
ど

の
受
診
履
歴
の
確
認
に
役
立
て

て
も
ら
う
た
め
、
国
民
健
康
保

険
の「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

を
、
世
帯
主
に
送
付
し
て
い
ま

す
。な

お
、
お
知
ら
せ
が
不
要
な

場
合
は
、
世
帯
主
の
申
請
に
よ

り
送
付
を
停
止
し
ま
す
。

�
国
民
健
康
保
険
課（
�
２２８
・

７
５
２
２

�
２２２
・
１
４
５

２
）種

別
変
更
の
届
け
出
を

忘
れ
ず
に

�
区
役
所
保
険
年
金
課
へ
第
１

号
被
保
険
者
に
切
り
替
え
の
届

け
出
を

�
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て

い
た
２０
〜
５９
歳
の
方
が
退
職
し

た
と
き

�
の
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
２０

〜
５９
歳
の
配
偶
者

�
第
２
号
被
保
険
者
で
あ
る
方

が
６５
歳
に
到
達
し
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
資
格
を
満
た
す
と
き

は
、
そ
の
方
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
の
方（
第
３
号
被
保

険
者
）

�
第
２
号
被
保
険
者
の
勤
務
先

を
通
じ
て
変
更
の
届
け
出
を

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険

者
の
方
が
就
職
し
て
厚
生
年
金

保
険
に
加
入
し
た
と
き
は
、
第

２
号
被
保
険
者
に
な
り
、
そ
の

方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
２０
〜
５９

歳
の
配
偶
者
の
方
は
第
３
号
被

保
険
者
に
変
わ
り
ま
す
。

な
お
、
第
３
号
被
保
険
者

は
、
保
険
料
を
納
め
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

�
堺
東
年
金
事
務
所（
�
２３８
・

５
１
０
１
）か
区
役
所
保
険
年

金
課（
�
�
区
１
ペ
ー
ジ
）

納期限までに、金融機関か郵便局、コンビニなどで納めて
ください。ペイジーに対応した金融機関の ATM（現金自動
受払機）やモバイル決済（LINE Pay、Pay B、楽天銀行コン
ビニ支払サービス、Pay Pay）などでも納められます。口座
振替をご利用の方は、預貯金残高を確認してください。
�納税課（��区１ページ）か税務運営課（収納係 �２２８―
３９５７ �２２８―７６１８）

５
月
下
旬
、
給
与
所
得
者
を

対
象
に「
給
与
所
得
等
に
係
る

市
民
税
・
府
民
税
特
別
徴
収
税

額
決
定
通
知
書
」を
特
別
徴
収

義
務
者（
事
業
主
）へ
発
送
し
ま

す
の
で
、
給
与
事
務
担
当
者
か

ら
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

同
通
知
書
は
、
公
営
住
宅
の

収
入
申
告
な
ど
に
必
要
な「
所

得
・
課
税
証
明
書
」の
代
わ
り

に
利
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

�
市
民
税
課（
�
０
５
７
０
・

０
０
２
・
２
７
４

�
�
区
１

ペ
ー
ジ
）

課
税
明
細
書
で

所
有
資
産
の
確
認
を

５
月
に
送
付
す
る
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税（
土
地
・
家

屋
）の
納
税
通
知
書
に
、
課
税

明
細
書
を
付
け
て
い
ま
す
。
所

有
資
産
の
確
認
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

な
お
、
窓
口
へ
お
越
し
の
と

き
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

や
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証

な
ど
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

�
固
定
資
産
税
課（
�
０
５
７

０
・
０
０
１
・
７
３
３

�
�

区
１
ペ
ー
ジ
）

納
税
通
知
書
の
証
明
書

車
検
に
ご
利
用
を

軽
自
動
車
な
ど
の
車
検
後
、

車
検
証
を
返
し
て
も
ら
う
と
き

に
必
要
な
納
税
証
明
に
は
、
５

月
に
送
付
す
る
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）納
税
通
知
書
に
添
付

の
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
領
収
印
の
な
い
も

の
や
、
氏
名
と
車
両
番
号
を
※

印
で
消
し
て
あ
る
も
の
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
口
座
振
替
・
ペ
イ
ジ

ー
で
の
納
付
は
、
６
月
中
旬
に

送
付
す
る
継
続
検
査
用
納
税
証

明
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

�
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
に

つ
い
て
は
納
税
課（
�
�
区
１

ペ
ー
ジ
）、
納
税
通
知
書
に
つ

い
て
は
法
人
諸
税
課
総
務
諸
税

係（
�
０
５
７
０
・
０
０
１
・

７
３
０
）へ
。

固
定
資
産
の
届
け
出
・
申
告
を

家
屋
の
新
築
・
増
改
築
や
取

り
壊
し
を
し
た
と
き
は
、
３０
日

以
内
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

る「
家
屋
新
築
・
増
築
・
滅
失

・
そ
の
他
届
出
書
」を
各
区
市

税
の
窓
口
か
固
定
資
産
税
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い（
登
記
申

請
を
し
た
場
合
は
不
要
）。

固
定
資
産
評
価
補
助
員
証
を

携
帯
し
た
調
査
員
が
訪
問
し
、

建
物
の
内
部
を
含
め
、
確
認
し

ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

�
固
定
資
産
税
課（
�
０
５
７

０
・
０
０
１
・
７
３
３

�
�

区
１
ペ
ー
ジ
）

大
阪
家
庭
裁
判
所
で
は
、

５
月
１８
日（
火
）１４
〜
１５
時
、

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
の

説
明
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ー

ル
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
開
催
し
ま
す
。

�
電
子
メ
ー
ル
で
５
月
６
〜

１４
日
に
氏
名
、
電
話
番
号
、

参
加
時
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
、

質
問
事
項
を
大
阪
家
庭
裁
判

所
事
務
局
総
務
課（
�
０６
・
６

９
４
３
・
５
６
９
２
電 子
メールfc.

oos.jinji@wm.courts.jp

）へ
。

府
内
在
住
の
同
制
度
を
利

用
し
て
い
な
い
方
が
対
象
。

先
着
５０
人
。

�
同
裁
判
所
か
長
寿
支
援
課

（
�
２２８
・
８
３
４
７

�
２２８

・
８
９
１
８
）

健診や人間ドックで
生活習慣病を予防しよう

市
・
府
民
税

特
別
徴
収
税
額
決
定
通
知
書
を
送
付

固定資産税・都市計画税 第１期分
軽自動車税（種別割） 納期限 ５月３１日

よ
く
わ
か
る
�

成
年
後
見
制
度
説
明
会

税キング

今
月
の
納
税

さかい １０くらし 保険・年金・税金・福祉広報令和３年（２０２１年）５月１日

●
収
入
の
大
幅
な
減
少
な
ど
に
よ
り
、
市
税
や
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な
方
は
、
減
免
や
支
払
い
の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。


